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平
成　

年
度
新
潟
県
交
通
災
害
共
済
は
、
平
成

２７

　

年
３
月　

日
で
共
済
期
間
が
終
了
し
ま
す
。

２８

３１

　

平
成　

年
度
の
新
潟
県
交
通
災
害
共
済
の
申

２８

込
書
は
２
月　

日
よ
り
順
次
発
送
予
定
で
す
。

１０

交
通
災
害
共
済
と
は
？

　

交
通
事
故
に
よ
る
災
害
を
受
け
、
入
院
・
通
院

日
数
が
７
日
以
上
の
場
合
に
、
見
舞
金
を
受
け
取

る
事
が
で
き
る
制
度
で
す
。
助
け
合
い
に
よ
り
、

住
民
の
生
活
の
安
定
と
福
祉
の
増
進
に
役
立
つ

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

会
費
は
？

　

ひ
と
り
年
額
５
０
０
円
で
す
。

　

中
途
加
入
の
場
合
も
同
額
で
す
。

加
入
で
き
る
方
は
？

　

湯
沢
町
に
お
住
ま
い
の
方
で
あ
れ
ば
、
年
齢
は

問
わ
ず
、だ
れ
で
も
加
入
で
き
ま
す
。
ま
た
、生
計

を
一
に
し
て
い
る
家
族
で
、
湯
沢
町
外
に
単
身
赴

任
し
て
い
る
方
や
学
生
の
方
も
加
入
で
き
ま
す
。

（
※
家
族
で
あ
っ
て
も
県
外
に
就
職
し
、
独
立
し
て

　

生
計
を
維
持
し
て
い
る
方
は
除
き
ま
す
。）

申
込
方
法

①
郵
便
で
加
入
申
込
書
が
届
い
た
方

　
�
役
場
庁
舎
１
階
の
町
民
課
ま
た
は
町
内

　

の
金
融
機
関
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
）
に

　

加
入
申
込
書
と
年
会
費
を
添
え
て
お
申
し

　

込
み
く
だ
さ
い
。

※
加
入
申
込
書
は
切
り
離
さ
ず
に
お
支
払
い
く

　

だ
さ
い
。

②
町
内
会
を
通
じ
て
加
入
申
込
書
が
届
い
た
方

　
�
町
内
会
の
担
当
者
に
加
入
申
込
書
と

　

年
会
費
を
添
え
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

共
済
期
間

 　

平
成　

年
4
月
1
日
か
ら

28

　
　
　
　

平
成　

年
3
月　

日
ま
で

29

31

※
４
月
以
降
の
お
申
し
込
み
（
中
途
加
入
）
の

　

場
合
は
、
申
込
日
の
翌
日
か
ら
平
成　

年
３

２９

　

月　

日
ま
で
が
共
済
期
間
に
な
り
ま
す
。

３１

※
会
費
を
納
入
し
た
日
は
、
共
済
期
間
の
対
象

　

外
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

見
舞
金
の
支
給

　

交
通
災
害
に
あ
わ
れ
た
場
合
、
災
害
の
程
度
に

応
じ
て
、
３
万
円
か
ら
最
高
１
５
０
万
円
の
見
舞

金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

（
請
求
は
、
実
治
療
日
数
７
日
以
上
か
ら
と
な
り
ま

す
。）

見
舞
金
の
請
求
期
間

　

見
舞
金
の
請
求
期
間
は
、
交
通
災
害
を
受
け
た

日
か
ら
起
算
し
て
「
１
年
以
内
」
で
す
。

　

た
と
え
治
療
継
続
中
で
も
１
年
を
経
過
し
た

場
合
は
、
請
求
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

平
成　

年
度　

湯
沢
町
加
入
支
払
状
況

26

〇
加
入
者
数　
　
　
　

３，
９
５
５
人

〇
見
舞
金
支
払
件
数　
　

件
１３

〇
見
舞
金
支
払
金
額　

２
６
１
万
円

問　

総
務
管
理
課

　
　
�
７
８
４
・
３
４
５
１

　

平
成　

年
度
に
実
施
し
た
大
字
神
立
地
区
（
小

２６

原
・
石
白
）
の
地
籍
調
査
の
成
果
〔
地
籍
簿
（
案
）・

地
籍
図
（
案
）〕
が
作
成
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
次
に

よ
り
閲
覧
に
供
し
ま
す
。

　

こ
の
閲
覧
は
調
査
が
誤
り
な
く
実
施
さ
れ
た

か
を
確
認
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
、
登
記
す
る
前

の
最
も
重
要
な
工
程
で
す
。
こ
の
閲
覧
期
間
を
過

ぎ
ま
す
と
原
則
訂
正
の
申
し
出
は
受
け
付
け
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

関
係
す
る
方
は
必
ず
閲
覧
し
て
確
認
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
な
お
関
係
者

に
は
別
途
案
内
を
通
知
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
閲

覧
に
お
越
し
の
際
に
は
必
ず
印
鑑（
認
印
可
）を

ご
持
参
下
さ
い
。

日　

２
月　

日�
〜
３
月
７
日�
の
平
日

１７

　
　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

　

※
た
だ
し
、
２
月　

日�
は
集
中
日
と
し
て

２８

　
　

閲
覧
を
行
い
ま
す
。

場
・
問　

税
務
課　
�
７
８
４
・
３
４
５
２

日　

２
月　

日�
　

午
後
１
時
〜
午
後
３
時

２１

場　

エ
フ
エ
ム
雪
国
１
階
ホ
ー
ル

※
不
妊
・
去
勢
手
術
の
実
施
と
完
全
室
内
飼
い
が

条
件
で
、基
本
健
康
診
断
費
用
等
が
か
か
り
ま
す
。

引
き
渡
し
は
後
日
、ご
自
宅
に
な
り
ま
す
。

問　

魚
沼
ア
ニ
マ
ル
サ
ポ
ー
ト　

笛
木

　
�
０
９
０
・
１
５
３
３
・
４
８
０
５

��������������������������������������	
�����������������������

����

�������

����
��������

��������
��������������

　

新
潟
県
交
通
災
害
共
済

　

に
加
入
し
ま
し
ょ
う

お

せ し

ら

町町かからら

　

地
籍
調
査

　

成
果
閲
覧
に
つ
い
て

お

せ し

ら

町町かからら　

猫
の
譲
渡
会

イ

ト ベ

ン

他他団団体体
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農
業
用
の
ト
ラ
ク
タ
ー
、
コ
ン
バ
イ
ン
、

田
植
機
な
ど
に
使
用
す
る
軽
油
を
、免
税
証
と

引
き
換
え
に
購
入
す
る
と
軽
油
引
取
税

（
１�
あ
た
り　
．

１
円
）
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

３２

免
税
証
の
交
付
を
希
望
す
る
人
は
、申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

※
国
税
・
地
方
税
の
滞
納
処
分
を
受
け
、
そ
の

処
分
の
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
な
い
人
な
ど

に
は
交
付
で
き
ま
せ
ん
。

日　

①
昨
年
に
引
き
続
き
申
請
す
る
人

　
　
　

事
前
に
通
知
し
た
日
時

　
　

②
今
年
初
め
て
申
請
す
る
人

　
　
　

別
途
案
内
し
ま
す
の
で
、２
月
８
日�

　
　
　

ま
で
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

場　

南
魚
沼
市
六
日
町
９
６
０　

　
　

南
魚
沼
地
域
振
興
局
１
階
第
１
会
議
室

持　

①
耕
作
面
積
証
明
書（
農
業
委
員
会
が
証

　
　
　

明
す
る
も
の
）

　
　

②
印
鑑（
共
同
で
申
請
す
る
場
合
は
全
員

　
　
　

の
も
の
が
必
要
で
す
）

※
機
械
を
買
い
替
え
た
場
合
と
、今
年
初
め
て

申
請
す
る
場
合
は
、
機
械
の
所
有
証
明
（
販
売

店
の
販
売
証
明
な
ど
）
も
必
要
で
す
。

費　

免
税
軽
油
使
用
者
証
の
交
付
申
請

　
　

（
新
規
・
更
新
）
を
行
う
場
合
は
、
手
数
料

　
　

【
４
５
０
円
】の
納
付
が
必
要（
新
潟
県
収

　
　

入
証
紙
で
納
付
）

問　

南
魚
沼
地
域
振
興
局　

　
　

県
税
部　

課
税
課
（
関
税
担
当
）

　
　
�
７
７
２
・
２
６
６
３

　
　
�
７
７
２
・
２
７
３
９

共
同
浴
場
の
営
業
日
に
つ
い
て

下
湯
沢
共
同
浴
場　

駒
子
の
湯　
（�
定
休
）

平
成　

年
２
月　

日�
は
、休
ま
ず
に
営
業
い

２８

１１

た
し
ま
す
。

２
月　

日�
の
振
替
え
休
日
と
し
て
、２
月　

１１

１２

日�
を
お
休
み
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

二
居
共
同
浴
場　

宿
場
の
湯　
（�
定
休
）

平
成　

年
２
月　

日�
は
、休
ま
ず
に
営
業
い

２８

１１

た
し
ま
す
。

２
月　

日�
の
振
替
え
休
日
は
、設
け
ま
せ
ん
。

１１

◎
会
員
の
方
は
ご
利
用
の
際
、必
ず
会
員
証
を

受
付
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
年
間
券
を
お
持
ち
の
方
は
、「
年
間
券
」
と

「
会
員
証
」の
両
方
が
良
く
見
え
る
よ
う
に
受
付

に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

問　
（
財
）湯
沢
町
総
合
管
理
公
社

　
　
�
７
８
４
・
１
５
１
１

　

毎
年
、雪
の
シ
ー
ズ
ン
に
な
る
と
除
雪
機
に

よ
る
事
故
が
多
発
し
て
い
ま
す
。除
雪
機
を
使

う
際
に
は
、
次
の
点
に
注
意
し
て
操
作
し
ま

し
ょ
う
。

①
作
業
を
行
う
前
に
、
必
ず
取
扱
説
明
書
を

　

よ
く
読
ん
で
、正
し
い
使
い
方
を
理
解
し
ま

　

し
ょ
う
。

②
雪
詰
ま
り
を
取
り
除
く
と
き
は
、必
ず
エ
ン

　

ジ
ン
を
停
止
し
、
回
転
部
（
オ
ー
ガ
、
ブ
ロ

　

ワ
）が
完
全
に
停
止
し
て
か
ら
雪
か
き
棒
を

　

使
っ
て
行
い
ま
し
ょ
う
。

③
回
転
部
に
近
づ
く
と
き
は
、必
ず
エ
ン
ジ
ン

　

を
停
止
し
、回
転
部
が
完
全
に
停
止
し
て
か

　

ら
作
業
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

④
後
進
時
は
、
転
倒
し
た
り
、
挟
ま
れ
た
り
し

　

な
い
よ
う
、足
も
と
や
後
方
の
障
害
物
に
は

　

十
分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

⑤
除
雪
作
業
中
は
、
雪
を
飛
ば
す
方
向
に
、
人

　

や
車
・
建
物
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
ま
し
ょ

　

う
。
ま
た
、
除
雪
機
の
回
り
に
は
絶
対
に
人

　

を
近
づ
け
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

⑥
安
全
装
置
が
正
し
く
作
動
し
な
い
状
態
で

　

は
使
用
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。ま
た
、

　

安
全
装
置
を
意
図
的
に
解
除
し
た
り
、故
障

　

を
放
置
し
た
ま
ま
で
は
使
用
し
な
い
よ
う

　

に
し
ま
し
ょ
う
。

問　

一
般
社
団
法
人
日
本
農
業
機
械
工
業
会

　
　

／
除
雪
機
安
全
協
議
会

　
　
�
０
３
・
３
４
３
３
・
０
４
１
５

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト　

http://w
w
w
.jfm

m
a.or.jp

　

共
同
浴
場
か
ら
の

　

お
知
ら
せ

お

せ し

ら

他他団団体体

　

正
し
い
操
作
で
、

　

安
全
除
雪　
!!

お

せ し

ら

他他団団体体

　

農
業
用
免
税
軽
油
の

　

免
税
証
交
付
に
つ
い
て

お

せ し

ら

県県かからら

　

２
月　

日�
〜　

日�

１５

１９

　
　

午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

役
場
・
公
民
館
の
正
面
玄
関
で
行
い
ま
す
。

①
水
、天
か
す
等
の
異
物
は
取
り
除
い
て
く
だ
さ
い
。

②
必
ず
油
の
入
っ
て
い
た
容
器
に
入
れ
て
出
し
て

く
だ
さ
い
。（
缶
入
り
製
品
の
み
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

可
）

③
容
器
の
フ
タ
は
し
っ
か
り
締
め
て
く
だ
さ
い
。

④
設
置
さ
れ
て
い
る
回
収
ボ
ッ
ク
ス
の
中
に
、　
　

容
器
を
立
て
て
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

※
一
般
用
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る
油
が
対
象
で
す
。

※
賞
味
期
限
の
切
れ
た
油
も
回
収
し
ま
す
。

問　

環
境
農
林
課　

　
　
�
７
８
８
・
０
２
９
１

２
月
の
使
用
済
み

　
  　

天
ぷ
ら
油
の
回
収
は

使
用
済
み
天
ぷ
ら
油
の
回
収
へ
の

　
　

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

�
回
収
す
る
油
は
植
物
系
の
天
ぷ
ら
油
の
み
で

す
！
（
菜
種
油
、
大
豆
油
、
ご
ま
油
、
コ
ー
ン
油
、

サ
ラ
ダ
油
な
ど
）

　
　

月
の
使
用
済
み
天
ぷ
ら
油
の
回
収
で
は
、

１２
２
６
０
リ
ッ
ト
ル
の
油
を
回
収
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
資
源
の
リ
サ
イ
ク
ル

の
た
め
、
使
用
済
み
天
ぷ
ら
油
は
捨
て
ず
に
回

収
場
所
に
出
し
ま
し
ょ
う
。

平成２７平成２６
２５０㍑２３０㍑４ 月
２５０㍑８０㍑５ 月
３００㍑１８０㍑６ 月
２５０㍑１５０㍑７ 月
２５０㍑９５㍑８ 月
２００㍑２００㍑９ 月
２５０㍑８５㍑１０月
２６０㍑９０㍑１１月
２６０㍑５５㍑１２月

１００㍑１ 月
２００㍑２ 月
２００㍑３ 月

２,２７０㍑１,６６５㍑合 計



�

　

気
楽
な
雰
囲
気
の
中
で
、

町
民
皆
さ
ま
の
声
を
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
。お
気
軽

に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� ������������������������������
田村町長と直接お話ししませんか？

２月の開店日

　�月��日�　午前９時～１１時３０分 （３０分×５組）
　  　　　　　　　�時間は１組３０分とします。

申し込み

　�月��日�まで
　　指定の用紙にご記入のうえ、事前に役場企画政策課へ　
　提出、もしくはFAXで申し込みが必要です。
　（用紙は役場企画政策課にあります）
　※申し込みは５組までとし、先着順とさせていただきます。

申し込み先
　企画政策課　�７８４－３４５４　�７８４－１８１８

　昨年１２月に議長及び町内の観光関係者と共に観

光誘客活動のため中国へ行ってまいりました。経済

発展著しい中国は昨年の訪日外国人観光客全体の

２５％を超え、今後も有望な市場です。今回は在新潟

中国総領事館、新潟県大連事務所、ＪＴＢ、日本航空、

第四銀行などから支援を受け、今後有力な市場とな

る地方都市と送客実績のある大都市の合計３都市で

観光説明会や交流会を実施してまいりました。３泊

４日の強行スケジュールではありましたが、中国市

場の動向や現地旅行会社の感触など現地へ行って

こそ分かる情報も多く得られ、実り多いものとなり

ました。今シーズンの外国人観光客数や送客実績な

どを踏まえて事業評価をし、今後の外国人観光客誘

致へ繋げてまいりたいと考えております。

　　　　　　　　　　湯沢町長　田　村　正　幸

南京での観光説明会には前在新潟中国総領事の

王華氏（写真中央）もお出でくださいました

訪問先の旅行社にて

湖南省旅游委員会にて

１日目
　移動（湯沢→羽田→上海虹橋→長沙）
　夕刻：湖南省人民対外友好協会訪問・交流会
２日目
　午前中：湖南省 旅游 委員会訪問

りょゆう

　移動（長沙→南京）
　夕刻：南京市内の旅行社（訪日旅行担当者）を集
　　　　めた観光説明会・商談会
３日目
　移動（南京→上海）
　昼：第四銀行上海支店訪問
　午後：旅行社訪問
　夕刻：上海市 旅游 行業協会加盟の旅行社（訪日旅

りょゆう

　　　　行担当者）と商談・懇親会
４日目
　移動（上海虹橋→羽田→湯沢）

日程（１２月１３日～１６日）

open

訪中誘客活動の
ご報告  
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平
成　

年
４
月
に

２８

湯
沢
町
立
小
・
中
学
校

入
学
予
定
の
児
童
生
徒

保
護
者
の
方
へ

入
学
通
知
書
の
発
送

１
月　

日
（
金
）
に
入
学
通
知
書
を

２９

発
送
し
ま
し
た
。
お
手
元
に
届
き
ま
し

た
ら
内
容
に
つ
い
て
ご
確
認
く
だ
さ

い
。
な
お
、
入
学
ま
で
に
住
所
の
異
動

な
ど
が
あ
る
場
合
に
は
、
湯
沢
町
教
育

委
員
会
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

�

奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨
学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学
金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金
貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸
与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与
制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制

学
金
貸
与
制
度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度

修
学
へ
の
意
欲
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経

済
的
理
由
に
よ
り
修
学
が
困
難
な
方
に
対
し
、
町

の
予
算
の
範
囲
内
で
奨
学
金
を
貸
与
す
る
制
度
で

す
。
他
の
奨
学
金
制
度
が
併
用
で
き
ま
す
。

�
�
�
�
�
�

�
湯
沢
町
に
住
所
が
あ
り
、
か
つ
居
住
す
る
者
の
子

　

ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
あ
る
こ
と

�
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と

　
�
高
等
学
校
、高
等
専
門
学
校
、大
学
、
大
学
院
、

　
　
 

短
期
大
学
、専
修
学
校
ま
た
は
各
種
学
校
等　

　

に
在
学
ま
た
は
在
学
予
定
の
者

　
�
日
本
国
外
の
学
校
で
、教
育
委
員
会
が�
に　

　
 　

定
め
る
も
の
と
同
等
で
あ
る
と
認
め
る
学
校　

　
 　

に
在
学
ま
た
は
在
学
予
定
の
者

�
心
身
と
も
に
健
全
で
、
修
学
に
対
す
る
意
欲
が

あ
る
こ
と

�
世
帯
の
前
年
の
所
得
税
の
合
計
が　

万
円
以
下

５０

で
あ
る
こ
と

�
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
連
帯
保
証
人
を

　

２
名
設
定
で
き
る
こ
と
（
１
名
は
保
護
者
）

　
�
湯
沢
町
に
住
所
が
あ
り
、か
つ
居
住
す
る
者

　
�
町
税
等
を
完
納
し
て
い
る
者

　
�
返
済
能
力
の
あ
る
者

�
�
�
�

貸
与
決
定
の
月
か
ら
在
学
す
る
学
校
の
最
短
修

業
年
限
の
終
期
ま
で

�
�
�

�
高
等
学
校
ま
た
は
専
修
学
校
の

　

高
等
課
程
等 
…
…
月
額
��
�
以
内

　
（
他
の
奨
学
金
の
給
付
ま
た
は
貸
与
を
受
け
る
場　
 

 　

合
は
合
計
で
月
額
��
�
以
内
）

�
大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
、
専
修
学
校
の　
　

専
門
課
程
等 
…
…
月
額
��
�
以
内

　
（
他
の
奨
学
金
の
給
付
ま
た
は
貸
与
を
受
け
る
場　
 

 　

合
は
合
計
で
月
額�
�
�
以
内
）

��

�
日
本
国
外
の
各
種
学
校 
…
…
月
額
��
�
以
内

　
（
他
の
奨
学
金
の
給
付
ま
た
は
貸
与
を
受
け
る
場　
 

 　

合
は
合
計
で
月
額�
�
�
以
内
）

��

�
�
�
�
�

無
利
子

�
�
�
�

貸
与
が
終
了
し
た
翌
年
度
か
ら
、
貸
与
を
受
け

た
年
度
数
の　

倍
の
年
数
で
返
還

２.５

�
�
�
�

�
毎
月
の
口
座
振
替

　
（
第
四
銀
行
、
北
越
銀
行
、
新
潟
県
信
用
組
合
、

し
お
ざ
わ
農
業
協
同
組
合
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
）

　

ま
た
は
年
２
回
の
納
付
書
払
い

�
�
�
�
�
�
�

�
月
�
日�
〜
�
月�
日���

〇
町
の
予
算
の
範
囲
内
で
の
貸
与
と
な
り
ま
す
の

で
、
申
請
し
て
い
た
だ
い
て
も
貸
与
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
申
請
者
少
数
で
、
予

算
に
余
裕
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
年
度
途

中
で
も
受
付
し
ま
す
。

○
申
請
書
・
誓
約
書
等
は
、
教
育
課
学
校
教
育
係

に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

�

就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就
学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学
援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援
助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助
制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制

学
援
助
制
度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度

経
済
的
理
由
に
よ
り
就
学
困
難
な
児
童

生
徒
が
、
義
務
教
育
を
円
滑
に
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
学
用
品
費
や
給
食
費
等
の

費
用
の
一
部
を
援
助
す
る
制
度
で
す
。
保
護

者
の
申
請
に
基
づ
き
教
育
委
員
会
が
そ
の

内
容
を
審
査
し
、
認
定
し
た
場
合
に
町
の
予

算
の
範
囲
内
で
支
給
さ
れ
ま
す
。
認
定
は
単

年
度
ご
と
と
な
り
ま
す
の
で
、
現
在
認
定
さ

れ
て
い
る
方
も
申
請
が
必
要
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
　

�
申
請
書

　
 

教
育
課
学
校
教
育
係
に
あ
り
ま
す

�
添
付
書
類

�
町
民
税
の
課
税
証
明
書
、
確
定
申
告

書
の
写
し
、
源
泉
徴
収
票
な
ど
生
計

を
一
に
す
る
世
帯
全
員
の
収
入
お
よ

び
所
得
を
確
認
で
き
る
も
の

�
町
民
税
、
事
業
税
、
固
定
資
産
税
、
国

民
年
金
掛
金
、
国
民
健
康
保
険
料

（
税
）
の
減
免
及
び
免
除
を
受
け
た
場

合
は
そ
の
決
定
通
知
書
の
写
し

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

��
�
月
�
日�
〜�
日���

こ
の
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て

　

こ
の
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
のの

お
問
い
合
わ
せ

　

お
問
い
合
わ
せ
はは

　
　

湯湯
沢
町
教
育
委
員

沢
町
教
育
委
員
会会

　
　

教教
育
課
学
校
教
育

育
課
学
校
教
育
係係

　
　
��
７７
８
４
８
４
・
２
２
１

２
２
１
１１
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問　湯沢町保健センター　�７８４－３１４９

会 場時 間対 象種 目日

総合福祉センター１６:００～１７:００妊娠証明を受けた方母子手帳交付２日�

総合福祉センター１３:００集合平成２６年６月～７月生まれ１歳６か月児健診５日�

総合福祉センター１０:１５分集合平成２６年１２月～平成２７年１月生１歳児健診

９日� 総合福祉センター９:００集合平成２５年１２月～平成２６年１月生２歳児健診

総合福祉センター１６:００～１７:００妊娠証明を受けた方母子手帳交付

総合福祉センター１６:００～１７:００妊娠証明を受けた方母子手帳交付１６日�

総合福祉センター９:３０集合平成２７年６月～７月生まれ６か月児健診
２３日�

総合福祉センター１６:００～１７:００妊娠証明を受けた方母子手帳交付

２月の保健衛生行事

特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔昔ととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととと今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――そそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５特別支援教育・特別支援学級の昔と今　―その５――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

湯沢学園（湯沢小学校）「ことばの教室」（言語障がい通級指導教室）

　二つの通級指導教室のうち、今回は、「ことばの教室」と呼んでいる言語障がい通
級指導教室について紹介します。
　「ことばの教室」で指導している教諭は、週４日、南魚沼市立城内小学校に勤務し
て同様の教室を担当し、週１日湯沢小学校に勤務しています。

　「ことばの教室」には、たとえば、次のような困り感
のある子どもたちが通級して指導を受けています。

構音（発音）がうまくいかない

�「さかな（魚）」を「チャカナ」「ツァカナ」「サタナ」
　「タカナ」「タタナ」「アアア」のように言ってしま
　うなど、音の置き換えが見られる。いわゆる赤ちゃ
　んことばが抜けない場合もこれに含まれる。

�「き」「し」「ち」「り」などの音が下あごを横にず
　らして発音したときのような音になったり、息が
　もれている感じの音になったりして、音がひずん
　で聞こえる。

吃音が見られるなど、話し言葉のリズムがうまくい
かない

�「ぼく」が「ボ・ボ・ボク」になったり、「あした」
　が「ア・ア・アシタ」になったりする。

�「ぼく」が「ボーーク」になったり、「あした」が
　「アーーシタ」になったりする。

�「ぼく」が「ン・・・ボク」になったり、「あした」
　が「ン・・・アシタ」になったりする。

言葉の発達に遅れが見られる

�使える言葉の数が同じ年齢の子どもに比べてかな
　り少ない、相手との言葉のやりとりがうまくでき
　ないなど、言葉やコミュニケーションの発達に遅
　れが見られる。

　「ことばの教室」には、こうした困り感のある児
童生徒が、週１時間程度通って、言葉の正しい発
音やコミュニケーション技能を高めています。そ
して、発達障がい通級指導教室（「かがやき教室」）
と同様に、自分の特性を理解し、苦手なことを克
服したり長所を生かし
て補ったりすることで
自分を伸ばしていく姿
勢を身に付けていきま
す。
　障がいのある子もな
い子も互いの個性や特
性を理解し尊重し合っ
て共に温かな社会を築
いていくことを強く願
いながら、本シリーズ
を閉じます。

　問　子育て支援課　　�７８８－０２９２

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�１文字ずつ拾い読みする、文章としての理解が
　苦手、文字の細部の理解が苦手で正しく書けな
　い、違うかな文字を書いてしまうなど、言葉の
　読み書きに課題がある。
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申告相談日程（時間と会場は全日程で同じ）

会場…湯沢町役場西館１階 会議室１ （産業観光部 隣）
時間…午前９時～午後４時

対象地区日月

小原・古野二・一之町�����

��

宮林・土樽・駅通�����

原新田・旭原・上中�����

田中・小坂・楽町�����

堰場・西原・谷地�����

平沢・滝ノ又・下中�����

戸沢・谷後・幅下�����

七谷切・松川・諏訪�����

芝原・中里・愛宕�����

栄町・萩原・堀切�����

添名・岩原高原・布場・滝沢�����

��

大島・八木沢・中子・土樽スキー場�����

三俣１・三俣２・原・西中�����

浅貝・二居・西山�����

古野一・湯元・下熊野�����

上熊野・石白・湯鉄神立�����

全町
（上記の日に申告できなかった人）
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所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
１
月
１

日
か
ら　

月　

日
ま
で
の
１
年
間
に

１２

３１

生
じ
た
す
べ
て
の
所
得
の
金
額
と
、

そ
れ
に
対
す
る
所
得
税
を
計
算
し
て
、

自
発
的
に
申
告
書
を
提
出
す
る
制
度

で
す
。
確
定
申
告
を
す
る
こ
と
で
、そ

れ
ま
で
納
め
て
い
た
税
金
と
、
納
め

る
べ
き
所
得
税
と
の
過
不
足
が
精
算

さ
れ
ま
す
。

確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
方
が
申
告
し
な
か
っ
た
り
、
誤
っ

た
申
告
を
す
る
と
、
後
で
不
足
の
税

金
を
納
め
る
だ
け
で
な
く
、
加
算
税

が
課
さ
れ
、
さ
ら
に
延
滞
税
も
納
め

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

申
告
書
等
は
、
役
場
税
務
課
に
も

用
意
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
自
分
で

書
い
て
確
定
申
告
し
ま
し
ょ
う
。

問　

小
千
谷
税
務
署

　
　�
０
２
５
８
・
８
３
・
２
０
９
０

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
	
�

平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
湯
沢

２８

町
に
住
ん
で
い
た
人
は
、
申
告
が
必

要
で
す
。
た
だ
し
、次
の
人
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

�
税
務
署
に
平
成　

年
分
の
確
定

２７

申
告
書
を
提
出
し
た
人

�
平
成　

年
中
の
所
得
が
給
与
の

２７

み
で
、
年
末
調
整
済
み
の
人

（
平
成　

年
途
中
で
就
職
・
退
職
し

２７

た
人
で
年
末
調
整
を
さ
れ
て
い
な
い

人
、雑
損
控
除
、医
療
費
控
除
等
を
受

け
よ
う
と
す
る
人
は
申
告
が
必
要
で

す
。
ま
た
、所
得
税
の
確
定
申
告
が
必

要
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
住
民
税

の
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
注
意
下
さ
い
。）

住
民
税
の
申
告
相
談
日
程
と
、
当

日
必
要
な
書
類
等
は
、
下
の
と
お
り

で
す
。
忘
れ
ず
に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　○申告相談について
問  湯沢町役場 税務課　�７８４－３４５２
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申告相談に必要なもの

� 印鑑および預金通帳等口座番号がわかるもの

� 給与所得者、年金受給者の方は源泉徴収票

� 事業所得（営業・農業）や不動産所得がある方 
は、収支内訳書とその資料

� 配当所得や一時所得、その他の収入のある方
は、その資料

� 各種控除を受ける方は、そのための領収書や
証明書

� 税務署から申告書が届いている方は、その申
告書

≪ご注意≫
収支内訳書の記入や支出した医療費等の集計
をしてから、相談会場にお越しください。記入、
集計がされていない場合、会場においてご自分
で行っていただきます。



�

確定申告

町民課・会計室

環
境
農
林
課

観
光
商
工
課

税務課

�

正面玄関

ロビー

税務町民部

産業観光部

西
館
入
口

相談室
エレベーター

�
�
�
�
�
�
�
	
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�

復
興
特
別
所
得
税

　

平
成　

年
分
か
ら
平
成　

年
分
ま

２５

４９

で
の
各
年
分
に
つ
い
て
は
、
所
得
税

と
併
せ
て
復
興
特
別
所
得
税
の
申
告

及
び
納
付
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

復
興
特
別
所
得
税
の
額
は
、
各
年

分
の
基
準
所
得
税
額
（
原
則
と
し
て
、

そ
の
年
分
の
所
得
税
額
）に
２．
１
％

の
税
率
を
掛
け
て
計
算
し
た
金
額
で

す
。

公
的
年
金
等
受
給
者
に
係
る
確
定

申
告
不
要
制
度

　

平
成　

年
分
以
後
の
各
年
分
に
お

２３

い
て
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の

合
計
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
あ
り
、

か
つ
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得

以
外
の
所
得
金
額
が　

万
円
以
下
で

２０

あ
る
場
合
に
は
、
所
得
税
の
確
定
申

告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
、
最
寄
り
の
税
務
署
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
い

場
合
で
あ
っ
て
も
、
住
民
税
の
申
告

が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

小
千
谷
税
務
署
の
確
定
申
告
会
場

場　

小
千
谷
市
総
合
産
業
会
館

　
　

サ
ン
プ
ラ
ザ

日　

２
月　

日�
〜
３
月　

日�

１６

１５

　

※
土
、日
曜
日
を
除
き
ま
す
。ま
た
、

こ
の
期
間
、
小
千
谷
税
務
署
で
は
申

告
相
談
を
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

相
談
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

問　

小
千
谷
税
務
署　

　
�
０
２
５
８
・
８
３
・
２
０
９
０

（
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
し
た
が
っ
て
番

号
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
）

※
会
場
施
設
へ
の
直
接
の
お
問
い
合

わ
せ
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
	
�

�
�
�
�
�
�
�
�

◆
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
、

確
定
申
告
書
が
作
成
で
き
ま
す
！

◆
普
段
使
用
の
パ
ソ
コ
ン
と

プ
リ
ン
タ
で
作
成
で
き
ま
す
。

�

　

w
w
w
.nta.go.jp 　

　

作
成
コ
ー
ナ
ー　

で
検
索
！

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
	
�

来
場
し
て
か
ら
手
続
き
が
終
了
す

る
ま
で
、長
時
間
を
要
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

ご
自
宅
等
で
作
成
す
る
場
合
は
、

例
え
ば
、夜
間
や
休
日
な
ど
、ご
都
合

の
よ
い
時
間
に
作
成
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

提
出
に
あ
た
っ
て
は
、源
泉
徴
収

票
や
各
種
控
除
の
資
料
な
ど
、添
付

書
類
も
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

　機構改革により平成２７年４月から部課
係制がスタートしました。これを受け、７
月２１日から「観光商工課・環境農林課」と

「税務課」の場所が入れ替わりましたが、
申告相談は昨年と同じ会場にて行います。

�����������������
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一般の医療費と同様に介護保険サービス利用
料についても、確定申告によって医療費控除を受
けることができます。

医療費控除の対象となる金額は、申告者自身ま
たは申告者と生計を一にする配偶者やその他親
族のために支払った医療費および介護保険サー
ビス利用料などの総額となります。医療費控除額
は、次の計算式によって計算します。
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�� 介護保険施設に入所された　介護保険施設に入所された方方

�� 在宅で介護サービスを利用した　在宅で介護サービスを利用した方方

医療費控除の対象となるもの医療費控除の対象となるサービスを行う施設名

保険給付対象となる介護費、食費及び居住費
　の自己負担額の１/２に相当する額

指定介護老人福祉施設
（ゆのさと園などの特別養護老人ホーム）

保険給付対象となる介護費、食費及び居住費
　の自己負担額の全額

介護老人保健施設（越南苑など）

指定介護療養型医療施設

　介護保険サービス利用料は
　確定申告医療費控除の
　対象となります

≪医療費控除額の出し方≫

� 医療費控除の対象となるもの
　次の医療系の居宅サービスは、保険の給付対象
となる平成２７年の利用者負担額の全額が、控除対
象となります。

 �訪問看護

 �通所リハビリテーション
　　（介護老人保健施設などでのデイケア）

 �訪問リハビリテーション

 �短期入所療養介護
　　（介護老人保健施設などでのショートステイ）

 �居宅療養管理指導

� 条件付きで医療費控除の対象となるもの
　次の福祉系の居宅サービスは、要介護（支援）認
定を受け、居宅サービス計画に基づいてサービス
を利用し、左記�のいずかのサービスと併せて利  
 用した場合に、保険の給付対象となる平成２７年の
利用者負担額の全額が、控除対象となります。

 �訪問介護（ホームヘルプサービス）
　    ※調理・掃除等の生活援助中心型を除く

 �通所介護（デイサービス）

 �訪問入浴介護

 �短期入所生活介護
　　（特別養護老人ホームでのショートステイ）

 �小規模多機能型居宅介護



�

� 医療費控除の内訳書
　　（医療などを受けた人ごとに医療費を整理）

�� 確定申告に必要な書　確定申告に必要な書類類
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平成２７年１２月３１日現在（平成２７年中に死亡
した方は死亡日）、介護保険の要介護認定を受け

ている方で、障害者または特別障害者（寝たきり

老人を含む）に該当すると認定される場合は申請

により「障害者控除対象者認定書」を発行します。

該当すると思われる方で、確定申告などのために

障害者控除の認定書が必要な方は、福祉介護課へ

申請してください。
湯沢町ホームページから 障害者控除 で検索す

ると申請書がダウンロードできます。

◆控除を受けるためには確定申告が必要です。

◆湯沢町役場税務課で申告される方は窓口で対
象者の確認ができますので、認定書の申請は不
要です。

◆昨年、申請された該当者の方には認定書を郵送
で発行いたします。

◆湯沢町役場税務課以外（税務署や会計事務所
等）で申告される方は申請が必要です。

ーーーーーー　　注意事項　　ーーーーーー

※申請から認定書の発行まで日数がかかる場合
がありますので、日程に余裕をもって申請して
ください。

※要介護認定を受けていても状態によっては該
当しない場合があります。

　６５歳以上の方で、身体障害者手帳の交付

などを受けていない方でも、身体障害者ま

たは知的障害者に準ずる方として湯沢町長

の認定を受けた場合は、障害者控除の対象

となります。

　　問　湯沢町役場 福祉介護課　�７８４－４５６０

　　　  （湯沢町総合福祉センター内）

確定申告

※おむつ代の医療費控除について

おむつ代の医療費控除には、医師の発

行する「おむつ使用証明書」と「おむつ代

の領収書」が必要です。ただし、おむつ代

について、医療費控除を受けるのが２年目

以降で、介護保険の要介護認定における

「主治医の意見書」に「寝たきり状態であり、

尿失禁の発生可能性あり」と記載されてい

る方は、「町が主治医意見書の内容につい

て確認した書類」を「おむつ使用証明書」

に代えることができます。

この「おむつ使用証明書」等について

は福祉介護課へお問い合わせください。

� サービス事業所の領収書
　　（領収書に医療費控除の対象となる金額が
　　  記載されています。）
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国
民
健
康
保

国
民
健
康
保
険険
・・
後
期
高
齢
者
医
療
制

後
期
高
齢
者
医
療
制
度度

に
つ
い
て
、
皆
さ
ま
か
ら
多
く
寄
せ
ら

に
つ
い
て
、
皆
さ
ま
か
ら
多
く
寄
せ
ら
れれ

る
質
問
に
お
答
え
し
ま
す

る
質
問
に
お
答
え
し
ま
す
。。

　

コ
ル
セ
ッ
ト
な
ど
の
治
療
用
装
具
の
購
入
費
は
、

　

保
険
の
対
象
に
な
り
ま
す
か
？

問 Ｑ
＆

Ａ

国  
民  
健  
康  
保  
険

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

答　

治
療
用
装
具
は
対
象
に

　

な
り
ま
す
。
申
請
に
よ
り
払

　

い
戻
し
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

治
療
上
必
要
の
あ
る
コ
ル

セ
ッ
ト
な
ど
を
購
入
し
た
場
合

は
、
い
っ
た
ん
全
額
を
本
人
が

支
払
い
ま
す
。

あ
と
か
ら
、
町
民
課
に
申
請

を
す
る
と
、
自
己
負
担
割
合
を

超
え
た
金
額
が
、
療
養
費
と
し

て
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。

答　
　

歳
に
な
る
と
、
自
動
的
に

７５

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
切
り

　

替
わ
り
ま
す
。

　
　

歳
の
誕
生
日
か
ら
、
自
動
的

７５
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

と
な
り
ま
す
。

　

加
入
の
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険

証
が
使
え
る
の
は
、　

歳
の
誕
生

７５

日
か
ら
で
す
。
保
険
証
は
誕
生
日

の　

日
前
に
は
お
手
元
に
届
く
よ

１０
う
に
郵
送
い
た
し
ま
す
。

　

歳
に
な
る
と

７５私
の
保
険
は
ど
う
な
る
の
？

問

答　

町
民
課
の
窓
口
で
再
交
付
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

保
険
証
を
紛
失
・
破
損
し
た
場
合

の
再
交
付
を
受
け
る
際
に
は
、
次
の

物
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◎
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
窓
口
に
来
ら
れ
る
方
の
身
分
証

　
　

明
書
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

保
険
証
を
紛
失
し
た
の
で
す
が
、

ど
の
よ
う
に
再
交
付
を

受
け
れ
ば
よ
い
の
で
す
か
？

問

医
師
の
指
示
で
、２
０，
０
０
０
円
の
コ

ル
セ
ッ
ト
を
全
額
自
己
負
担
で
購
入

必
要
書
類

　
�
医
師
の
証
明
書

　
�
装
具
の
領
収
書

　
�
預
金
通
帳
（
国
保
は
世
帯
主
）

　
�
印
鑑

指
定
口
座
に
１
８，
０
０
０
円
を
入
金

��
必
要
書
類
を
用
意
し
、
町
民
課
の
窓
口

へ
申
請

（
購
入
金
額
の
９
割
を
払
い
戻
し
）

●１割負担の方が２０,０００円のコルセット（治療用装具）を購入した場合

に
つ
い
て
の

 
よ
く
あ
る
質
問



��

あ
な
た
の

個
人
番
号
が・
・・

　　国民健康保険後期高齢者医療制度のお知らせ

答　

１
か
月
（
同
じ
月
内
）
に
医
療
機
関

　

に
支
払
っ
た
医
療
費
の
自
己
負
担
額

　

が
、定
め
ら
れ
た
限
度
額
を
超
え
た
場

　

合
は
、高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
方
に
は
、

診
療
月
の
約
３
か
月
後
に
湯
沢
町
又
は

新
潟
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か

ら
支
給
申
請
案
内
が
送
付
さ
れ
ま
す
。ご

案
内
が
届
き
ま
し
た
ら
、必
要
な
書
類
を

ご
用
意
し
、町
民
課
ま
で
お
い
で
く
だ
さ

い
。

【
必
要
な
書
類
】

・
申
請
書

・
印
鑑

・
保
険
証

・
預
金
通
帳
（
国
保
は
世
帯
主
）

・
領
収
書
（
国
保
の
み
）

先
月
か
か
っ
た
医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
の
で
す
が
、

払
い
戻
し
は
受
け
ら
れ
る
の
で
す
か
？

問

①
案
内

�
②
申
請

�
③
振
込

�
湯沢町又は新潟県

後期高齢者療広域連合被保険者町民課窓口

　
「
A
T
M
に
行
け
」

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
や
個
人

情
報
が
流
出
し
て
い

る
」
等
を
言
わ
れ
た
ら
、

そ
れ
は
詐
欺
で
す
！

　

そ
の
よ
う
な
電
話
が

あ
っ
た
ら
相
手
に
せ
ず
、

町
民
課
国
保
給
付
係
や

最
寄
り
の
警
察
に
相
談

し
ま
し
ょ
う
。

問　町民課　国保給付係 　�７８４ー３４５３

市
町
村
職
員
を
装
い

市
町
村
職
員
を
装
い
、、

高
齢
者
を
狙
っ
た
医
療

高
齢
者
を
狙
っ
た
医
療
費費

還
付
金
詐
欺
事
件
が
多

還
付
金
詐
欺
事
件
が
多
発発

し
て
い
ま
す

し
て
い
ま
す
！！

 　

国
民
健
康
保
険
の
脱
退
、
加
入
は

　
　
　
　
　
　
　

日
以
内
に
届
出
を

１４

脱
退
の
届
出
が
遅
れ
る
と

・
ほ
か
の
健
康
保
険
料
と
国
民

　

健
康
保
険
税
を
二
重
に
支
払

　

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

・
ほ
か
の
健
康
保
険
に
加
入
後
、

　

国
保
の
保
険
証
で
医
療
機
関

　

を
受
診
し
ま
す
と
、
国
保
が

　

負
担
し
た
医
療
費
を
返
納
し

　

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

　

す
。

加
入
の
届
出
が
遅
れ
る
と

・
加
入
し
た
月
ま
で
さ
か
の
ぼ

　

り
、
国
民
健
康
保
険
税
が
課

　

税
さ
れ
ま
す
。

・
保
険
証
が
な
い
間
、
医
療
機

　

関
の
受
診
は
全
額
自
己
負

　

担
と
な
り
ま
す
。

 
手
続
き
は
お
早
め
に
！
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　住民基本台帳法第１１条３項及び第１１条の２第１２項の規定により、市町村長は年に一回、
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表することになっています。

閲覧に係る住民の範囲利用目的閲覧の年月日申出者の名称・氏名

湯沢地区
平成１１年９月３０日以前に生まれた男女１２人

読書世論調査６月１０日(株 ) 毎日新聞社

町内全域
日本国籍を有する平成１２年４月２日～
平成１３年４月１日生まれの男２５人

陸上自衛隊高
等工科学校の
生徒募集

９月１０日
自衛隊

新潟地方協力本部 町内全域
日本国籍を有する平成１３年４月２日～
平成１４年４月１日生まれの男３０人

１１月２６日

　平成２７年における閲覧状況は以下のとおりです。

住民基本台帳閲覧状況の公表

内容　①家庭内（夫婦・親子・離婚・相続等）、親族間、近隣
　　　　間のもめごと、悩みごとなど毎日の暮らしの中
　　　　で起こる様々な問題　
　　　②いじめ、体罰、女性差別、外国人差別などのあら
　　　　ゆる差別問題

　法務局南魚沼支局と南魚沼人権擁護委員協議会では、次のことでお困りの方を対象に人権相談を行います。
　相談は無料で秘密は固く守られます。予約は不要です。

人権なんでも相談所

日時　３月４日�　午後１時～午後４時
場所　堀之内社会福祉センター

問　新潟地方法務局南魚沼支局　
　　�７７２ー３７４２

ご存知ですか？国民年金の任意加入制度

国民年金保険料は口座振替がお得です

　老齢基礎年金（６５歳から受けられる年金）は、２０歳か
ら６０歳になるまでの４０年間保険料を納めなければ、満額
の年金を受け取ることができません。
　国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付
済期間が４０年間に満たない場合は、６０歳から６５歳にな
るまでの間に国民年金に任意加入して保険料を納めるこ
とにより、満額に近づけることができます。
　なお、老齢基礎年金を受けるためには保険料の納付済

期間や保険料の免除期間等が原則として２５年以上必要
となりますが、この要件を満たしていない場合は、７０歳
になるまで任意加入することができます。（ただし、昭和
４０年４月１日以前に生まれた方に限られます。）
　また、海外に在住する日本国籍を持つ方も、国民年金
に任意加入することができます。詳しくは、年金事務所
にお問い合わせください。

　国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用になれ
ます。
　口座振替をご利用いただくと、保険料が自動的に引き
落とされるので金融機関などに行く手間が省けるうえ、
納め忘れもなく、とても便利です。
　また、口座振替には、当月分保険料を当月末に振替納付
することにより、月々５０円割引される早割制度や、現金
納付よりも割引額が多い６カ月前納・１年前納・２年前納
もあり、大変お得です。

　口座振替をご希望の方は、納付書または年金手帳、通
帳、金融機関届け出印を持参のうえ、ご希望の金融機関
または年金事務所へお申し出ください。

問　国民年金機構六日町年金事務所
　　�７１６ー０００８

�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
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湯沢町国民健康保険に加入している方のうち、以　湯沢町国民健康保険に加入している方のうち、以下下
の項目を満たす方に人間ドックの費用を助成しまの項目を満たす方に人間ドックの費用を助成しますす

��平成２８年４月１日時点で３５歳以上で、受診時に７平成２８年４月１日時点で３５歳以上で、受診時に７４４
歳以下の歳以下の方方
※７５歳の誕生日後に受診される場合は、後期高齢　※７５歳の誕生日後に受診される場合は、後期高齢者者
医療保険による助成を予定しております医療保険による助成を予定しております。。

��湯沢町国民健康保険の被保険者である期間が１年湯沢町国民健康保険の被保険者である期間が１年以以
上の上の方方

��国民健康保険税の未納がない国民健康保険税の未納がない方方

������

次回２月１４日発行の広報に申請書を折り込みます　　次回２月１４日発行の広報に申請書を折り込みます。。
必要事項を記入し健康増進課へ提出してください　必要事項を記入し健康増進課へ提出してください。。

������

���月��日�～�月��日�
※人間ドックを希望しない４０歳～７４歳の国保　　※人間ドックを希望しない４０歳～７４歳の国保資資
格のある方は、特定健診を受診していただきます　格のある方は、特定健診を受診していただきます。。
対象の方には４月中に郵送にてご案内します　対象の方には４月中に郵送にてご案内します。。

申・問　健康福祉部　健康増進課　�７８４ー４５６０

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年ににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににに１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度年に１度はははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは
人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間ドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッックククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受けけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままましししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう人間ドックを受けましょう！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保ががががががががががががががががががががが助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助国保が助成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成しししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすします

�高血圧や動脈硬化、がんなどの病気は、自覚症状がない

まま身体の中で静かに進行します。早期発見のためにも、

人間ドックを受けましょう。

������

（前年比）１２月３１日現在１２月届出分

（ー３９）４,１１９男１出生

（ー３２）４,０８２女１３死亡

（ー７１）８,２０１計１０１転入

（＋４１）３,６０３世帯２５転出

増減平成２６平成２７

ー２２件３９件１７件発 生 件 数

－２人２人　０人死 亡 者 数

－３１人６１人３０人負 傷 者 数

（１月１日～１２月３１日）

�������	
���

長岡労働相談所では「夜間労働相談」を実施します。

※昼間（月～金（祝祭日、年末年始は除く）、午前８時３０

　分～午後５時１５分）も職員による労働相談を行って

　いますのでご利用ください。弁護士や産業カウンセ

　ラーによる相談も１回無料で受けられます（平日昼

　間のみ、要予約）。

　日中の相談が難しい皆様を対象に、電話相談の受付時
間を夜間まで延長し、相談をお受けします。「賃金を払っ
てもらえない・・・」、「退職届を受け取ってもらえな
い・・・」等の労働に関する様々な悩み事について、労働
相談所職員がアドバイスします。相談は無料で予約不要
です。また、秘密は固く守られます。

日時　　　平成２８年２月の毎週金曜日 
  （２月５日、１２日、１９日、２６日）
　　　　　各日とも午後８時まで相談受付
相談方法　相談は専用電話でお受けします
　　　　　�労働相談専用電話　０２５８ー３７ー６１１０
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リ
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　町では、平成２２年度にまちづくりの方向性を示す指針と
なる湯沢町総合計画（H２３-H３２）を策定、「“自然”にあつま
るまち　湯沢」を将来像とし、その実現に向けて６つの基本
政策及び１９の重点戦略を掲げました。
　また、平成２７年度を目標年度とする前期基本計画では、
重点戦略に基づき、施策の方向性と主な事業を示すととも
に、５年後の達成目標として成果指標を設定し、その達成に
向けた取組を推進してきました。
　湯沢町総合計画後期基本計画は、これまでの取組状況を
評価し、現在の湯沢町の状況や取り巻く社会状況を勘案し

ながら、新たな取組の方向性及び具体的な事業を
示すものです。
　また、平成２７年１０月に策定した「湯沢町総合戦略」に
ついてもその内容を取り入れ、総合戦略と総合計画を一
体的に取り組むこととしています。
　今回、「基本計画」の後期５年間（計画期間：平成２８～
３２年度）にあたる「後期基本計画（案）」をとりまとめま
した。この案について、広く町民の皆様からご意見をお聞
きし参考としたうえで、「後期基本計画」が策定されます。

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

生涯学習推進プランとは
 町民が生涯学習を理解して主体的に学習を展開するときの

活動指針となる推進計画です。

募集期間　１月２７日�～２月２５日�　３０日間
配布場所　湯沢町役場２F 総務部（土日、祭日を除く午前８時３０分から午後５時１５分）
　　　　　湯沢町公民館（休館日を除く午前９時から午後８時）
　　　　　湯沢町ホームページ（http://www.town.yuzawa.lg.jp）
　　　　　希望者には郵送します。企画政策課までご連絡ください。
提出方法　湯沢町役場企画政策課にご持参いただくか、郵便、FAX、電子メール等でご提出くださ
  い。所定の様式のほか、任意の様式での提出でも構いません。ただし、見出しを「湯沢
  町総合計画後期基本計画（案）に関する意見」とし、住所、氏名を記入してください。
  住所、氏名の記入のないものは対象外とします。
　　　　　〒９４９ー６１９２　湯沢町大字神立３００番地　湯沢町役場　総務部　企画政策課
　　　　　�７８４ー３４５４　�７８４－１８１８　� kikaku@town.yuzawa.lg.jp

　湯沢町では、現在策定を進めている第２次湯沢町生涯学習推進プラン（案）について、町民の皆さん
からのご意見を反映するため、プラン（案）に対するパブリックコメントを募集します。
　下記の方法でご意見をお寄せください。

町
民
の
皆
様
か
ら

町
民
の
皆
様
か
ら 

 

 

ご
意
見
を
募
集
し
ま
す

　
　

ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
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第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生涯涯涯涯涯涯涯涯涯涯涯涯涯涯涯涯涯涯涯涯涯学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進プププププププププププププププププププププララララララララララララララララララララランンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案）））））））））））））））））））））にににににににににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい第２次湯沢町生涯学習推進プラン（案）についてててててててててててててててててててててて

募集期間? １月２７日�～２月２５日�　３０日間
配布場所? 湯沢町役場２F 総務部（土日、祭日を除く午前８時３０分から午後５時１５分 ）
　　　　　湯沢町役場３F 子育て教育部教育課（　　　 同　上  ）
　　　　　湯沢町公民館（休館日を除く午前９時から午後８時）
　　　　　湯沢町ホームページ（http://www.town.yuzawa.lg.jp）
　　　　　希望者には郵送します。教育課生涯学習係までご連絡ください。
提出方法? 湯沢町公民館（教育課生涯学習係）にご持参いただくか、郵便、FAX、電子メール等で
ご
  提出ください。所定の様式のほか、任意の様式での提出でも構いません。ただし、見出
  しを「湯沢町生涯学習推進プラン（案）に関する意見」とし、住所、氏名を記入してくだ
  さい。住所、氏名の記入のないものは対象外とします。
　　　　　〒９４９ー６１０１　湯沢町大字湯沢２８２２番地
　　　　　湯沢町教育委員会　子育て教育部教育課生涯学習係（湯沢町公民館内）

「湯沢町総合計画」は、
 町民と行政が一体となり、
  将来の湯沢町におけるまちづくりの基本的な考えを示すものです。

湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案）））））））））））））））））））））にににににににににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい湯沢町総合計画後期基本計画（案）についてててててててててててててててててててててて

ご意見等の取扱い

　お寄せいただいたご意見等は、個人に関する情報を除き公表する場合がありますので、予めご了承ください。
また、ご意見等について個別の回答はいたしませんので併せてご了承ください。
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　湯沢町では、平成２３年度から国土交通省所管の社会
資本整備総合交付金（旧まちづくり交付金）を活用し、

「子どもたちの未来をつくる、安全安心なまちづくり」を
目標に、湯沢学園の整備に取り組んできましたが、今年
度（平成２７年度）が交付終了年度となります。
　「社会資本整備総合交付金」は、地域住民の生活の質の
向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的に、地
域の歴史・文化・自然環境などの特性を活かした個性あ
ふれるまちづくりを実施し、都市の再生を効率的に推進
するため、旧まちづくり交付金事業として平成１６年度
に創設されたものです。
　この交付金を活用した事業は、計画段階で設定したま
ちづくりの目標の達成状況を交付終了年度に確認する
こと（事後評価）が義務付けられています。このたび、事
後評価原案を作成しましたので、この事後評価原案に対

都市再生整備計画事後評都市再生整備計画事後評価価
原　原案案の公表及び意見の募集についの公表及び意見の募集についてて

する意見を募集します。原案は、湯沢町ホームページ上
で公表いたします。また、教育委員会子育て教育部教育
課窓口でも閲覧できます。公表期間は、平成２８年２月
１日�～１４日�の２週間となっています。
　意見提出方法等については湯沢町ホームページ、教
育課窓口でご確認ください。
　なお、お寄せいただいた意見につきましては、湯沢町
都市再生整備計画事業評価委員会に提出し、事後評価
の参考とさせていただきますが、個別回答はいたしま
せんので、ご了承ください。

　問　教育委員会　
　　　子育て教育部　教育課　�７８４ー２２１１

６８（平成２２年度） →　９０（平成２７年度）町有公共建築物の耐震化率（％）

代表的な
指標

大目標：子供たちの未来をつくる、安全安心なまちづくり

目標１：住民が安心して生活できる防災環境の整備
目標２：子どもたちが安心して学べる環境づくりの推進
目標３：多様な保育ニーズに対応した、安心して子育てができる
　　　   環境の充実

目標 ４９（平成２１年度） →　７０（平成２７年度）学校の教育や施設の満足度（％）

３５（平成２１年度） →　７０（平成２７年度）子育て支援体制の満足度（％）

【神立地区（新潟県湯沢町）　整備方針概要図】
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【対策一覧表】
対策
時期

事業
主体対策内容通学路の状況Ｈ２７.８.２４　通学路合同点検

長期県・歩道設置・歩車分離されておらず、道

路も狭く、路上駐車も多く、

車両と歩行者のすれ違い等

で危険を感じる。

①【湯沢地区　楽町～愛宕】
県道神立湯沢線
→楽町交差点から東京電力発電所

長期電力会社・路側帯の電柱移設

短期警察署・横断歩道の塗り直し

・横断歩道や予告表示が消え

ていて、運転手が気づかない。

②【湯沢地区　滝沢・西中・西山】
県道湯沢温泉線
→越後湯沢駅西口から湯沢高原ロープ
ウェイ付近の温泉通り

長期警察署・予告表示の塗り直し

短期町・通学路の確保、
　見守りボランティア配置

・この踏切は、前後の道路部

分に比べ交差点軌道敷の幅

員が狭いことから、車両の対

面通行や歩行者の通行に支

障をきたす。

③【湯沢地区　上熊野・一之町】
県道神立湯沢線

→三国街道踏切

長期警察署・押しボタン式信号・Ｔ字路交差点に接続する道

路が高低差のあるカーブで

見通しが悪く、車がスピード

出しての走行がある。

④【神立地区　小原】
町道中央線

町道宮林１号線

→宮換戸橋付近Ｔ字路交差点

短期町・車両減速のための
　路面表示、標識の設置

短期町・学園・横断歩道位置の選定

中期町・防犯灯の設置

・電灯が少なく、日が落ちる

と暗い。
⑤【神立地区　小原・栄町】
→Ａコープ付近から小原付近

短期県・デリネーターの設置・学園方向からの左折車両が

歩道まで進入して走行する

ことがある。運転手や児童生

徒が分かる目印がほしい。

⑥【神立地区　原新田】
県道越後湯沢停車場

岩原線町道中央線

→原新田交差点

長期県・歩道拡幅・歩道の幅が狭い。冬期は積

雪により更に狭くなり児童

生徒が車道を歩いているこ

とがある。

⑦【神立地区　堰場】
県道越後湯沢停車場岩原線

→湯沢学園付近の歩道狭小区間

短期県・冬期歩行空間の確保

中期警察署・歩行者用信号機設置

・歩行者用信号機が児童生徒

が渡る横断歩道にない。

⑧【土樽地区　中子】
県道越後湯沢停車場岩原線

→東橋交差点

短期高速道路・除雪方法の改善、道路外
　パトロールの強化

・高速道路から雪が落ちてく

る。

⑨【土樽地区　中子】
県道越後湯沢停車場岩原線

→岩原橋から栄屋薬局交差点

短期県・町・融雪剤を地元の方に
　提供し、散布してもらう。

・冬期、歩道坂道が凍り、転

倒の危険がある。

⑩【土樽地区　中子・添名】
県道越後中里停車場線

→添名から中子の歩道

長期県・町・抜本的対策の検討
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湯沢町通学路交通安全プログラ湯沢町通学路交通安全プログラムム

【対策時期】　短期・・・１～２年　中期・・・３～５年　長期・・・６年～

　文部科学省、国土交通省及び警察庁が連携し「通学路における緊急合同点検実施要領」が作成されました。
　これを受け、湯沢町では主に交通安全の観点から危険があると認められる箇所について、国・県・町の各道路管理者
と、南魚沼警察署、湯沢学園、湯沢学園ＰＴＡ、町総務管理課、町教育委員会により通学路合同点検や、点検結果に基づ
く対策の実施、対策効果の把握、検証、検証結果による対策の改善等を、効果的かつ効率的に行うための「湯沢町通学
路交通安全プログラム」を作成しました。
　継続的な通学路の安全確保のため、抽出した危険箇所について関係機関による合同点検、対策の検討を行い点検結果
に基づく対策の実施、対策効果の把握・検証、検証結果による対策の改善を図ります。
　これらの取組をＰＤＣＡサイクルとして繰り返し実施し、通学路の安全性の向上に取り組みます。
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対策
時期

事業
主体対策内容通学路の状況Ｈ２７.８.２４　通学路合同点検

短期警察署・路面標示
・カーブで見通しが悪い。交

通量も多く、スピードを出す

車もある。

⑪【土樽地区　添名】
県道越後中里停車場線
町道小坂線
→添名ガード近くの、旭原方面と中里
方面に分かれるＴ字路。

短期町・歩行者安全確保の検討

長期県・歩道設置・歩車分離されておらず、道
路も狭く、車両と歩行者のす
れ違い等で危険を感じる。冬
は更に道幅が狭くなり、車両
のすれ違いが難しい。横断歩
道が消えかけている。

⑫【土樽地区　中里・古野一・古野二】
県道越後中里停車場線
県道土樽越後中里停車場線
→歩道のない区間

短期県・除雪の確保

短期警察署・横断歩道塗り直し

長期
県・町・
警察署

・交通安全空間確保を検討
　する。

・バス停付近、登下校時など

に道路を渡るため横断歩道

を設置してほしい。

⑬【土樽地区　小坂】
県道万条新田・越後中里停車場線

→湯沢パークホテル付近の道路

長期国・国道下り線　歩道設置の
　検討

・横断歩道のない国道を横断

するのは危険です。

⑭【神立地区　戸沢・平沢・田中】
国道１７号線
→ステラタワー神立からセブンイレ
ブンまでの歩道等

短期国・ドットライン標示・電光掲
　示板設置

長期国・国道下り線（芝原町内上部）から
   の車両左折禁止交通規制制

・急勾配の坂道です。苗場方
面から国道１７号線を通行し
てきた県外ナンバーなどの多
くの車両が、近道を目的に芝
原町内を通行します。苗場方
面からの車両進入規制か通
学路の表示をお願いします。

⑮【神立地区　芝原】
町道芝原三俣線

→国道１７号線下り線車両乗り入れ

短期国・路面標示・看板

・国道下り線に規制標示板以外の
　周知用文字看板の必要性を検討

短期

町・冬期間の道路側溝グレーチ
　ング開閉　注意喚起

・冬期間の地域住民の方々へ

の通学路安全確保の周知・啓

発。
⑯【湯沢町全域】 道路管理者・冬期間除雪の注意喚起

警察署・屋根雪の注意喚起
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湯沢フィッシングパーク

岩原スキー場前駅

旧土樽小学校

越後中里駅

神立道路ステーション

旧神立小学校

湯沢パークスキー場

ナスパスキーガーデン

湯沢町役場

湯沢 IC 湯沢中央公園

岩原スキー場

越後湯沢駅

旧湯沢小学校湯沢高原ロープウェイ

国道１７号線、芝原トンネル

歩道設置等
大字湯沢
楽町～愛宕地内

通学路の確保等
大字湯沢
上熊野・一之町地内

交差点等
大字神立
小原地内

交通規制・道路標示
大字神立
芝原地内

横断歩道等
大字湯沢
滝沢～西山地内

夜間照明
大字神立
小原～栄町地内

交差点巻き込み
大字神立
原新田地内

歩行者用信号
大字土樽
中子地内

高速道路除雪
大字土樽
中子地内 歩道凍結

大字土樽
添名地内

歩道拡幅
大字神立
原新田・堰場地内

交通安全空間確保
大字土樽
小坂地内

道路標示他
大字土樽
添名地内

歩道設置他
大字土樽
中里地内

冬期間除雪の注意喚起等
湯沢町全域

歩道設置の検討等
大字神立
田中・平沢・戸沢地内

湯沢学園

【通学路対策箇所位置図】　湯沢町通学路安全推進協議会

※湯沢町ホームページ→子育て・教育→学校教育→湯沢町通学路交通安全プログラム

http://www.town.yuzawa.lg.jp/kosodate/gakkou/koutuuanzen.html

【対策時期】　短期・・・１～２年　中期・・・３～５年　長期・・・６年～

問　教育課学校教育係　�７８４－２２１１
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　昨年１１月に亡くなられた、故・�橋福繁さん（古
野二）に対し、叙勲「旭日単光章」が贈られ、この
たび田村町長より勲章、勲記がご遺族に手渡され
ました。
　�橋さんは、昭和３８年４月、湯沢町議会議員に
初当選以来、４期１６年の永きにわたり在職し、議会
の円滑な運営に尽力されました。また同議会厚生
常任委員会委員長、総務文教常任委員会委員長の
要職を歴任し、持ち前の優れた才知と適切な判断
力、高遭な政治信念をもって湯沢町の伸展と町民
生活の向上に多大なる貢献をされました。
　故人のご功績に敬意を表すとともに、改めてご
冥福をお祈り申し上げます。

　湯沢町は結婚相手紹介サービス会社に入会を希望される町民
の入会費用を助成し、町民の婚活をサポートしています。すでに
数名の方が会員登録し、活動しています。結婚を希望する方は、是
非ご活用ください。（婚活とは「結婚活動」の略語であり、結婚す
るために必要な行動のことをいいます）

対象となる結婚相手紹介サービス会社
会社名：株式会社ツヴァイ（イオングループ）
�������� 0120-277-281
　　　　URL    http://www.zwei.com/

◎入会にあたっては、新潟市又は高崎市にある店舗での説明を受ける
　ことが必須となっています。湯沢町は交通費等の助成は行っており
　ません。また、ご自身の求める条件及び相手の求める条件によっては、
　入会に至らない場合がありますので、予めご了承ください。

　申請者は直接ツヴァイへ資料請求
をします （資料は社名のない封筒で送
られてきます。） 
　入会金の全額 助成 は、湯沢町に１年
以上住民登録をしている２０歳以上の
独身の方が対象になります。ただし、
月会費は個人負担となります（月会費
はコースによって異なります）。

婚活に向けての相談・入会相談

　婚活に向けての相談や申込は各店舗で行い
ます。湯沢町では、新潟店・高崎店が対象とな
ります。入会申込をする場合は必ず店舗に行
かなければなりません。
※湯沢町民であることを必ずお伝えください。

　会員登録するには申請者の基本
データ確認のため、各種書類が必要
になります。
必要書類：卒業証明書、収入証明書、
　　　　　独身証明書、住民票、
　　　　　登録用の写真など

活動スタート
　活動や出会いの方法は様々。ツヴァイ担当者
と相談しながら、自分のペースで自分に合った
活動ができます。
活動例：相性・適合性診断による出会い
　　　　価値観による理想の相手との出会い
　　　　パーティー、イベントでの出会いなど

資料請求

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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会員登録ご入会
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１月１４日・１５日　赤倉観光リゾートスキー場（妙高市）

アルペン

平成２７年度 第６８回新潟県高等学校総合体育大会スキー大平成２７年度　第６８回新潟県高等学校総合体育大会スキー大会会
兼 平成２７年度 第６５回全国高等学校スキー大会新潟県予選兼　平成２７年度　第６５回全国高等学校スキー大会新潟県予選会会
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スキー全国大会出場選手激励スキー全国大会出場選手激励式式
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第７１回国民体育大会冬季大会スキー競技会新潟県予選第７１回国民体育大会冬季大会スキー競技会新潟県予選会会
兼 第９４回 全日本スキー選手権大会新潟県予選　　兼　第９４回　全日本スキー選手権大会新潟県予選会会

兼 平成２７年度 新潟県スキー選手権大　　　兼　平成２７年度　新潟県スキー選手権大会会

１月２０日・２１日　赤倉観光リゾートスキー場（妙高市）
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アルペン
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１月２５日（月）、県内の予選を突破し全国大会へ出場する選手たちの活躍を祈念し、湯沢町役場において全国大会出
場者激励式が開催されました。

激励式では、全国大会でのさらなる健闘を祈って、町長より激励の言葉と町から激励金が手渡されました。

激励式には４名の選手が出席されました。
（　 写真左から、��������������
� ������������������



�������	
���� ��

ユ ー ス ポ ！月 の2

詳しくは
２３ページを見てね！

笑いヨガ
＆

けんこつ体操

笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨ笑いヨガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんこここここここここここここここここここここここここここここつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつ体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体けんこつ体操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操

転倒予防のための筋肉や骨を
鍛える運動です！
誰でもOK！気軽にご参加くだ
さい。

こんな人におすすめです！
・ストレスを抱えている人
・認知症の予防、改善をしたい人
・腹筋をつけたい人

毎月開催しています！
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目指せ、１か月１５万歩！

　歩数計をつけ、毎日記録用紙に記録。各月ごとに歩数
の合計をカウントし、各月１５万歩達成したら共同浴場無
料招待券を進呈します。
　エントリー時にお渡しした記録票をご持参ください。
※月途中での招待券進呈は行っておりません。
　翌月に記録票をご持参ください。
　（例）１月２０日に１５万歩を達成した
　　　 →２月１日より無料招待券進呈

エントリー費　エントリーした日から１年間５００円

特典　カルチャートレーニ
　　　ング会員３か月券
　　　１,２００円→１,０００円　
　　へ割引

申込（エントリー）方法

　ユースポ！窓口、保健セ
ンター、または湯沢町公民
館へ料金を添えてお申し込
みください。
○希望者には歩数計を貸出
します。（先着順）

　 歩数ランキング

４７２,６９８　　１
４２２,８２５　　２
２６０,６８５　　３
２４６,１７４　　４
２３５,３９４　　５

１１月歩数 TOP５
ユースポ！窓口での申請分

�������	
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「ちびっこスキー体験！！」
お子様にスキーをさせてみたいけどどうしたら良いかわか
らない･･･一緒にスキーをしてみたけどうまく教えることが
できない。そんなお母さんやお父さんに朗報です！プロの指
導員が全面サポート！！また、親子で体験することで指導法
も学べます。小学校のスキー授業の前に是非お子様にスキー
を体験させてあげてください。
何回参加しても OK ！できるだけ多く参加して下さい。昨
シーズンは初めてのお子様が毎回参加して最終回には山頂
からひとりで滑ってこられるようになりました！

日　程  ①・②は終了 ③２/１１�
  ④２/２１�  ⑤３/１３�  ⑥３/２１�
時　間　 いずれの回も１５：００～１６：３０
集　合　 １４：５０　ロッヂ飯塚集合
　　　　（アクセスはお申込みの方にご案内いたします）
　　　　※レンタルをご希望の方は１４：３０にお越しください

対　象  初めてスキーをする保育園・幼稚園年中～年長
　　　　さんとその保護者。初めてではないけれど、まだ
　　　　うまく滑れない子も大歓迎！

場　所  岩原スキー場

参加費  ３００円（子どものみ。保護者の方は無料です。）

申　込  各回とも２日前まで

持ち物  スキーウェア等の防寒着、防寒靴、手袋、帽子 
　　　　子どもはスキー・スキー靴（レンタルあり　
　　　　スキー＆ブーツセット　８００円）、ゴーグル 
　　　　※保護者の方は長靴でも OK

�お電話かメールにてお申し込みください。
 （料金は当日集めます） �７８５ー２１２３

※お名前・電話番号・会員の場合は会員番号、レンタルを
ご利用の際は身長・靴サイズをお伝えください。
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申・問　NPO法人 ユースポ！

湯沢町神立 628 ー 1
湯沢カルチャーセンター内

　� 785 ー 2123
　� 785 ー 6911
　� info@youspo.net
　�受付時間
　　9：00 ～ 21：00　
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  ～初めての方＆使い方が不安な方のための講習会～
　カルチャーセンターのトレーニングルームを利用したいけど使い方がわから
ない？！たまに利用するけどホントにこのやり方で良いの？そんなあなたのた
めの初心者向けの講習会です。ひとりで利用できるように
マシンの使い方や効果的な筋トレのやり方を伝授します。

  対　16歳以上　

  場　カルチャーセンター トレーニングルーム

  日　2/16（火）　10：00 ～ 11：30

  費　会員：無料　非会員：500 円　（トレーニングルーム使用料別途）

  持　運動のできる服装、タオル、飲み物、内履き、会員証（ユースポ！会員のみ）

　　　事前申込不要　当日ユースポ！窓口までお越しください
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「ソリ＆バナナボートや雪合戦で遊ぼう！」

毎年好評のおやこ GENKI 教室の雪あそび！
特設雪遊び広場でお母さんもお父さんも一緒に雪の中で
遊びましょう♪
埼玉の子ども達との交流もあります！

日　程　２月２７日�　１３：３０～１５：００
　　　　�１３：３０カルチャーセンター集合（バスで移動）

会　場　湯沢中央公園テニスコート　特設雪あそび広場

対　象　保育園・幼稚園年少さん～小学６年生とその保

　　　　護者（定員３０名）

申　込  ２月２５日�まで

参加費  無料

持ち物  スキーウエア等の防寒着・防寒靴・手袋・帽子

�お電話かメールにてお申し込みください。

　�７８５－２１２３

※小学生は子どもだけの参加も可能ですが、
　カルチャーセンターまで送迎はお願いします。

対象 小学４～６　小学４～６年年

　 毎週金　　毎週金曜曜 17：35 ～ 18：317：35 ～ 18：355

対象 小学２～３　小学２～３年年

　 毎週金　　毎週金曜曜 17：35 ～ 18：317：35 ～ 18：355

対象 保育園・幼稚園年少～小学１　保育園・幼稚園年少～小学１年年

　　　毎週金曜 16：30 ～ 17：3毎週金曜 16：30 ～ 17：300

ダンスに必要な柔軟性を養うためにマッダンスに必要な柔軟性を養うためにマットト
運動等も取り入れた基本レッスンです運動等も取り入れた基本レッスンです。。
イベントへの出演を目指イベントへの出演を目指しします。ます。
（いずれも定員 20名（いずれも定員 20名））

日時 いずれ　いずれもも 1/29 から 4/15 ま1/29 から 4/15 までで
（4/22 花まつり直前練習予定　　 （4/22 花まつり直前練習予定））

会場　カルチャーセンターカルチャーセンター　

費用　会員：6,000 円 非会員：9,600会員：6,000 円　非会員：9,600 円円

������� ������� �������
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問　保健センター（総合福祉センター内）　�７８４－３１４９　�������
会 場時 間対 象種 目日

�������	
����　　　　　問　保健センター（総合福祉センター内）　�７８４－３１４９
会場・時間日程・内容（＊は軽作業を行います）電話番号実 施 主 体事業名

やすらぎ荘
１０:００～１５:００

２３＊１６＊９＊２＊７８４ ー４１１１湯沢町社会福祉協議会ふれあいサロン
（毎週火曜日）

２５
調理実習１８＊４＊７７０ ー １３３１地域生活支援センター

みなみうおぬま
コスモス

（毎週木曜日）

※初めて参加される方は保健センターまでご連絡ください。
※福祉センター（９:５５出発）からやすらぎ荘までは送迎バスが運行されています。
※参加費５０円と主食（ご飯、おにぎりなど）が必要です。

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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２月１０日�　午後１時３０分～
　湯沢町公民館　会議室１　
　相談委員　上村  憲夫

問　総務課庶務班 �７８４－３４５１

�������　�������

〇予防接種の予約電話番号
　０２５－７８０－６３１３　
〇予約受付時間
　月～金曜日の午後２時～４時

問　保健センター �７８４－３１４９

��������	�

湯沢町の災害、防災、気象、
防犯に関する緊急情報を
発信します。

問　総務課防災管財班
　   �７８４－３４５１

平成 26年 10 月から水痘（水ぼうそう）の予防接種の費用助成
　が開始されています。対象は１歳～ 4歳児です。

※問い合わせ　環境農林課環境係 �７８８－０２９１　ごみ収集　

三 国 ･ 三 俣神 立 ・ 土 樽湯 沢 西
（ マ ン シ ョ ン ）湯 沢 東出 し 方区 分

�・�・�（１1日は休み）�・�・�指定袋に入れる。も え る ご み

３日５日２日４日指定袋に入れる。ペ ッ ト ボ ト ル

１７日１９日１８日１８日指定袋に入れる。その他のプラスチック容器包装類
（白トレイ・発泡スチロール）

２４日２６日２３日２５日
紐を十字にかける。

ダ ン ボ ー ル

１０日１２日９日１６日新 聞 紙 ・ 雑 誌

５日３日４日２日
指定袋に入れる。
袋を二重にしないこと。

缶

１２日１０日１６日９日び ん

２６日２４日２５日２３日そ の 他 不 燃 ご み

※ごみの減量化・資源化にご協力ください。

行事なし
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相 談 員相談日

腰越　秀子樋口　新一２月 1３日（水）

南雲　信子青山　　薫２月１７日（水）

【会場】総合福祉センター　※時間は午後１時～４時です。
時間中はお電話（℡７８４－４１１３）での相談もできます。
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時間開催日会場

１０:００～１１:３０２６日�１２日�神立中央集会場（田中）

１０:００～１１:３０２３日�９日�神立中央会館（栄町）

１０:００～１１:３０
９日�２日�

農山村総合開発センター
２３日�１６日�

１０:００～１１:３０１７日�３日�下 湯 沢 公 民 館

１０:００～１１:３０
１２日�５日�

総 合 福 祉 セ ン タ ー
２６日�１９日�

【問い合わせ】　地域包括支援センター　℡７８４－３０００

����

時間開催日会場

１０:００～１１:００２５日�総合福祉センター

【問い合わせ】　NPO法人ユースポ！　℡７８５－２１２３ �������	
���������

　【持ち物】タオル、飲み物　 　　【参加費】１回  ２００円

 受　付 　 午前：８時３０分～１１時３０分　※眼科は全ての曜日で１０時まで。
　　　  　 午後：１時３０分～  ４時３０分　※月・木曜日の眼科は３時までとなりますが、予約の患者様のみとなりますのでご了承願います。
 診　察 　 午前：９時～　
 午後：２時～　※火曜日の整形外科は３時から。
 （整形外科の午後の診療は、手術等で休診になることがあります。）
 その他 　 「予約あり」の診察では予約がある方が優先となります。
 都合により担当医が一部変更・休診となる場合があります。 
　　　　　　往診、訪問診療、健康診断も適宜行っています。

 問　湯沢町保健医療センター
  　   ℡  １８６-０２５-７８０-６５４３
     　℡  ７８０-６５４４ （歯科）

 診療日・休診・代診のご案内 　
�内科・・・・・２日（火）・３日（水）・９日（火）・１０日（水）、葉田医師不在の為、担当医師が診察を行います。
　　　　　　　　２日（火）、土屋医師不在の為、休診となります。
　　　　　　　　４日（木）、葉田医師不在の為、休診となります。
　　　　　　　　８日（月）・２２日（月）・２３日（火）・２４日（水）、井上医師不在の為、休診となります。
　　　　　　　　１２日（金）、浅井医師不在の為、休診となります。
　　　　　　　　２４日（水）、西谷医師不在の為、担当医師が診察を行います。
　　　　　　　　２５日（木）、鈴木医師不在の為、担当医師が診察を行います。
�整形外科・・・４日（木）、休診となります。
�小児科・・・・中島医師の診察は５日（金）です。午後診察は再診予約診療のみとなります。
�眼科・・・・・月・木曜日の午後診察は再診予約診療のみとなります。
                           ２９日（月）、休診となります。１８日（木）は、担当医師が診察を行います。
　　　　　　　　土曜日の眼科診察は１３日になります。
�歯科・・・・・２日（火）・３日（水）・２４日（水）・２５日（木）、休診となります。
　　　　　　　　土曜日は１３日・２７日が休診です。
�口腔外科・・・担当医師の診察は１０日（水）・２５日（木）となります。

　※眼科のコンタクト外来は２５日（木）です。【完全予約制 �０２５－７８０－６５４３】
　※歯科・口腔外科診察は完全予約制です。診察をご希望の方はお電話【�０２５ー７８０－６５４４】でお問い合わせください。    

���������������	
���������
土曜日金曜日木曜日水曜日火曜日月曜日
午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前

川 口川 口� 田
４日休診

� 田
４日休診休

診
（
救
急
の
患
者
さ
ん
は
担
当
医
師
が
対
応
し
ま
す
。）

宮 崎
（３:００～４:３０）

宮 崎整形外科

菊 川
１０日休診外 科

浅 井
１２日休診

土 屋葉 田
４日休診

浅 井鈴 木高 橋浅 井井 上
８日・２２日休診

井 上
８日・２２日休診

内 科 ①
予約あり

西 谷土 屋井 上
２４日休診

井 上
２３日休診

鈴 木鈴 木西 谷内 科 ③
予約あり

担当医師
浅 井
もしくは
米 永

米 永
葉 田

３日・１０日
担当医師

土 屋
２日休診

米 永藤 岡内 科 ⑤
予約なし

担当医師
米 永

５日・１２日
葉 田

１９日・２６日
鈴 木鈴 木

２５日担当医師井 上西 谷
２４日担当医師

葉 田
２日・９日担当医師井 上米 永浅 井内 科 ⑥

予約なし

１３日 担当
医師

（１０:００まで）

岸 田
再診予約
診察のみ

� �
（１０:００まで）
コンタクト外来

２５日
（完全予約制）

寺 内
再診予約
診察のみ

２９日休診

寺 内
（１０:００まで）
２９日休診

眼 科

５日中島
再診予約
診察のみ

５日中島有 本有 本小児科

井 上西 谷西 谷浅 井西 谷高 橋西 谷鈴 木検 査
（内視鏡等）

笠 原
１３日・２７日 休診

笠 原笠 原
笠 原

２５日休診

担当医師
２５日のみ

笠 原
２５日休診

担当医師
２５日のみ

笠 原
３日・２４日休診

担当医師
１０日のみ

笠 原
３日・２４日休診

担当医師
１０日のみ

笠 原
２日休診

笠 原
２日休診

笠 原笠 原歯科
口腔外科
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※
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◎
土
曜
日
の
午
後
と
日
曜
日
は
休
診
で
す
（
救
急
の
患
者
さ
ん
は
担
当
医
師
が
対
応
し
ま
す
）。

※

※
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新
潟
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郡
湯
沢
町
大
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神
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番
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�
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ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
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お
誕
生
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

�
�
�
�
��

�
�

��
�
�
い
ち
き

�
�
（
楽　

町
、
淳
さ
ん
・
あ
ゆ
美
さ
ん
）

※
１
月　

日
ま
で
の
届
出
分
。

１４

※
広
報
に
掲
載
し
て
ほ
し
く
な
い
場
合
は
、
届
出
の
際
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

広
報
ゆ
ざ
わ
の
音
声
訳
C
D
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　

ご
希
望
の
方
は
社
会
福
祉
協
議
会
ま
で
。　
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（
谷　

地
、　

歳
）

８６

（
谷　

地
、　

歳
）

６８

（
古
野
一
、　

歳
）

８１

（
滝　

沢
、　

歳
）

６９

（
谷　

後
、　

歳
）

８８

（
添　

名
、　

歳
）

７５

（
石　

白
、　

歳
）

８０

（
下　

中
、　

歳
）

８９

（
三
俣
２
、　

歳
）

８６
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問　地域交流センター
　　　　　　　　�７８４ー３０３３

����
　　次の病院に電話で症状を伝えてください。
　重症（意識がないなど）の場合は１１９番で救急車
　を呼んでください。

　●湯沢町保健医療センター　�７８０－６５４３
　　湯沢町大字湯沢２８７７番地１

　●魚沼基幹病院　　�７７７ー３２００
　　南魚沼市浦佐４１３２

　●南魚沼市民病院　�７８８－１２２２
　　南魚沼市六日町２６４３番地１

　●斎藤記念病院　　�７７３－５１１１
　　南魚沼市欠ノ上４７８番地２

　・電話での指示に従って受診ください。
　・スタッフの状況などで、症状に応じて他の医療機関を
　　案内する場合があります。
　・緊急度や重症度の高い順に対応するため、診察の順番
　　が前後し、待ち時間が長くなる場合があります。
　・休日や夜間は、人員や検査体制が十分ではありません。
　　できる限り、通常の診療時間に受診してください。

　●新潟県「小児救急医療電話相談」
　　�０２５ー２８８ー２５２５
　　夜間に子どもの具合が悪くなったときに利
　用ください。（毎日１９時～２３時）

※作品はイメージです

湯
沢
消
防

湯
沢
消
防
署署

出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出
初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初
式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式

１
月
６
日
、
湯
沢

消
防
署
に
お
い
て
消

防
出
初
式
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
平
成　

年
２７

中
に
湯
沢
町
で
は
３

件
の
火
災
が
発
生
し

た
こ
と
を
受
け
、
小

野
塚
消
防
団
長
は

「
こ
れ
ま
で
以
上
に
地

域
防
災
力
の
強
化
を

図
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
た
め
に

も
、
消
防
団
と
常
備

消
防
が
十
分
連
携
し

て
中
心
的
な
役
割
を

果
た
す
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。」
と
決
意
を

新
た
に
し
て
い
ま
し

た
。

火災ゼロに向け決意を新たに

式
典
後
に
は
、
消
防
車

両
で
町
内
を
回
る
防
火

パ
レ
ー
ド
を
実
施
。
今
年

１
年
火
災
ゼ
ロ
を
目
指

し
、
住
民
へ
防
災
意
識
の

高
揚
を
呼
び
掛
け
ま
し
た
。

湯
沢
消
防
署
長
よ
り

　
「
火
の
用
心
」の
心
を
忘

れ
ず
に
今
年
も
ま
た
町
民

の
み
な
さ
ん
で
気
を
付
け

て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

湯
沢
消
防
署

　

若
井�
志
署
長


